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７  会議の概要  

分科会長   これより、令和３年６月定例会の予算決算委

員会経済環境分科会を開会いたします。 

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、飯

山委員、澤田委員を指名いたします。  

これより、商工労働部所管分の議案の審査を

行います。 

議案第１３６号  令和３年度富山市一般会計

補正予算（第２号）、第１条歳入歳出予算の

補正中、歳出第７款商工費、 

議案第１３７号  令和３年度富山市企業団地

造成事業特別会計補正予算（第１号）、 

議案第１３８号  令和３年度富山市牛岳温泉

スキー場事業特別会計補正予算（第１号）、  

以上３件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

商工労働部長 〔挨拶〕  

商工労働部次長 〔商工労働部所管分の概要について、 

議案説明資料により説明〕  

商業労政課長 〔議案第１３６号中  

      キャッシュレス決済ポイント還元事業につい

て、  
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      テレワークオフィス等開設支援事業について、 

      議案説明資料により説明〕 

工業政策課長 〔議案第１３７号について、 

      議案説明資料により説明〕 

観光政策課長 〔議案第１３６号中  

      富山市内宿泊促進事業について、 

      まちなか観光推進事業について、 

      岩稲ふれあいセンター管理事業について、  

      議案第１３８号について、 

      議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

議案説明資料の記載に沿って、順次質疑を行

います。 

まず、議案説明資料１ページの１番、商工労

働部補正予算（案）総括表に関して、質疑は

ありませんか。  

      〔発言する者なし〕  

分科会長   では、２番のキャッシュレス決済ポイント還

元事業に関して、質疑はありませんか。 

鋪田委員   この事業に関して言うと、前提条件として、
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例えば酒販関係の団体から要望があったり、

これは県レベルですけれども、国の交付金を

活用した各事業者に対する助成等についての

要望もこれまであった中で、特定の事業者で

はなくて、キャッシュレス決済ポイント還元

という形で幅広く事業を進めることになった

経緯について、まずお伺いいたします。 

商業労政課長 今回予定していますこの事業につきましては、

対象事業者を市内の飲食店、宿泊施設の実店

舗及びタクシー業、運転代行業と４業種に絞

らせていただいております。 

この理由を申しますと、コロナ禍が大変長期

化しているという中において、人流抑制の影

響を一番受けている業種であろうということ

で、この４業種に絞らせていただきました。  

鋪田委員   そうではなくて、例えば４業種なら４業種で、

それぞれの事業者に直接支援ということでは

なくて、こうしたキャッシュレス決済を使っ

た間接的な支援ということにした背景をお伺

いしたいのです。  

商業労政課長 休業要請等につきましては県のほうが指導し

ておられますので、そういった給付金という

形のものにつきましては、県で支給されてい
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ると考えておりますけれども、市としまして

は、どちらかというと消費の喚起を促すとい

うことをメインで、今後の事業継続につなげ

ていただきたいという思いで、こうしたやり

方を取らせていただきたいと思っています。  

鋪田委員   政策の狙いとしては分かりました。  

一方で、市内の飲食店などが対象ということ

になりますと、中小の事業者だけではなくて、

間接的にではありますが、大きい規模の事業

者の支援もするという形になってきます。 

中小の事業者を支援するべきではないかとい

う意見もあったり、逆に県がやっているよう

な事業では、事業規模にかかわらず一律では

おかしいと、両方の意見がある中で、こうい

う事業形態を選択された背景、理由について

もお答えいただけますか。  

商業労政課長 委員がおっしゃいますように、本来ですと、

自治体の支援というものは、中小企業をメイ

ンのターゲットにするべきものだと考えてお

りますが、今回はコロナ禍という特殊な事情

で、なおかつ長期化するということもござい

ます。そういったことと、大企業には多くの

方が雇用されているという面を考慮いたしま

して、今回につきましては、４業種ではあり



5

ますが、対象事業者に大企業も含めた上で、

事業を進めさせていただきたいと考えており

ます。 

鋪田委員   また、他の自治体でキャッシュレス決済ポイ

ント還元事業を実施したときに、予定額に早

く到達し事業が終了してしまったということ

もありましたけれども、この予定されている

期間の終了前に総額２億円という上限に達し

た場合は、どのような対応をされるのでしょ

うか。 

商業労政課長 私どもとしましては、本当は予算内で全期間

できればいいと思っていますが、総額が２億

円に達し、予算が底をつくということになれ

ば、期間内でも終了ということが当然考えら

れると。ただ、そうなった際には、市のホー

ムページですとか、市政記者への棚入れ等々

で周知を図るとともに、駆け込み需要という

ことも当然考えられますので、交通渋滞など

が起きないよう、店側への周知、依頼もした

いと思います。  

鋪田委員   今の課長の答弁の中で、２億円という額で恐

らく大丈夫だろうというような見通しも示さ

れましたけれども、２億円に設定した根拠に
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ついてお答えいただけますか。  

商業労政課長 ２億円としました根拠は、キャッシュレス決

済ポイント還元事業につきましては、御存じ

のとおり今年１月に中小企業者の皆様を対象

に一度実施させていただきました。プロポー

ザルで業者を決めて実施させていただいたわ

けなのですけれども、そのときの実績並びに

今後の利用増を見込みまして、複数の業者か

ら見積りを取り、こちらのほうで精査した金

額でございます。  

鋪田委員   最後に  商工労働部の議案説明資料は総じて

そうなのですけれども  今の２億円という金

額以外に、３，０００万円余りの予算がある

のですが、これはどういったことに使われる

のですか。ＰＲ費なのか、事務費なのか、シ

ステム関係なのか、その辺を御説明いただけ

ますか。 

商業労政課長 予算額は２億３，０００万円余りで、ポイン

ト還元分が２億円です。残りの３，０２５万

１，０００円につきまして、まず２５万１，

０００円は、市の広報でのＰＲ経費を考えて

おります。３，０００万円につきましては、

今後のプロポーザルの中での事務費的なもの
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になろうかと思います。 

一番大きなところといたしましては、お客様

やお店への対応をするためのコールセンター

を２か月設置すること、あと、委員がおっし

ゃったＰＲ経費や、決済の業務に関わる手数

料等々の事務費全体で、今回は３，０００万

円余りを予算計上させていただいております。  

分科会長   キャッシュレス決済ポイント還元事業につい

て、ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   では、次に３番、テレワークオフィス等開設

支援事業について、質疑はございませんか。  

舎川委員   テレワークオフィス等開設支援事業について

質問させていただきます。  

まず確認なのですけれども、内訳に国庫補助

というふうに書いてありますが、これは令和

２年度第３次補正予算のうち、内閣府の地方

創生テレワーク交付金１００億円に係るもの

でよかったですか。 

商業労政課長 そのとおりでございます。 
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舎川委員   この交付金は、東京圏への一極集中是正のた

め、地方への企業進出やテレワークを活用し

た滞在・移住の推進などを目的としたもので

あります。 

今回の対象は民間運営施設ということですが、

これはどこの企業なのか教えていただけます

か。  

商業労政課長 こちらは、１件分の予算とさせていただいて

おります。企業名につきましては、市が公表

するのはあれかと思いますけれども、こちら

の企業につきましては、ワーキングスペース

を展開しておられる会社でございます。商店

街で実施しておられるのですけれども、建物

の２階等を改修しましてテレワークオフィス

をつくりたいという思いを持っておられます。

今回、地方創生テレワーク交付金の対象にな

ったものですから、予算を上げさせていただ

きました。 

舎川委員   この交付金の性質、制度に従って言うと、プ

ロモーションですとかビジネスマッチングな

どのプロジェクトを推進する役割も富山市が

担っているというふうになっていると思いま

すけれども、例えば、具体的な取組とか富山

市の方針などをお聞かせいただければと思い
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ます。 

商業労政課長 今回のテレワークオフィス等開設支援事業に

つきましては、市は補助するという形で、民

間事業者が主体で進められるものになってき

ますけれども、国の地方創生テレワーク交付

金を使うということになりますと、委員がお

っしゃるとおり、東京一極集中から地方への

移住ということも目標の中に当然ございます

ので、そういった部分で、協力できる部分に

つきましては協力して、新しい人の流れをつ

くるように頑張りたいと思います。 

舎川委員   これについては、富山市として、非常に広が

りを持って今後も取り組んでいただければと

思います。今後も積極的に取り組んでいくべ

きだと思いますし、県外企業とか、東京の企

業などにもどんどん富山に来ていただけるよ

うな形をつくればいいと思います。 

例えば、地方創生に資するテレワーク推進の

実施計画といったものなどを今後つくってい

く予定はあるのでしょうか。 

商業労働部長 舎川委員がおっしゃるとおり、東京一極集中

是正ということで、テレワークは私どもとす

れば大変重要な、進めていくべき施策だと考
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えております。  

お尋ねの計画につきましては、富山市内の需

要等を見ながら、今後検討してまいりたいと

考えております。  

舎川委員   この交付金につきましては、富山市として、

自治体として取り組む方向性、実施計画を示

していくものということでありますので、今

後広く取り組んでいただければと思います。  

少し先の話になるのですけれども、まちなか

の観光推進事業も一体的に取り組んで、つな

げていければと思いますので、ぜひよろしく

お願いいたします。 

分科会長   テレワークオフィス等開設支援事業について

の質問はほかにございませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   では、４番の企業団地造成事業債繰上償還に

ついて、どなたか質疑はございませんか。 

澤田委員   起債の債務残高と償還年数を教えていただき

たいのと、残りの区画との関係を教えていた

だきたいと思います。 
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工業政策課長 令和３年度末の起債残高見込みは、議案書に

も記載しておりますが、４４億２，５００万

円余りとなっております。  

起債の償還年につきましては、計画目線です

けれども、令和２３年までとなっております。

残りの分譲地を全て分譲できた場合、この額

につきましては、概ね償還できる見込みとな

っております。  

全体の計画でいいますと、第２期呉羽企業団

地の造成費用は、概算で７０億円ほどと見込

まれておりました。そのうち、企業団地内で

公共性の高いもの  例えば道路や調整池など

 を整備した際の金額がおよそ２６億円ほど

でございました。これを７０億円から引いて、

残りの金額を分譲面積で割りまして、今回、

企業へ分譲する平場部分の面積単価を２万５，

８００円というふうに算定いたしました。そ

ちらが全て分譲できれば、企業団地造成事業

特別会計で負担した４６億円余りを償還でき

るということになっております。  

澤田委員   今後、金利が上がったり、地価が下がったり

するということが考えられますが、そのとき

の対策を教えていただけますか。  

工業政策課長 起債の償還については、金利の高いものから
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なるべく優先的に行っていくというような計

画を財政課が持っておりまして、財政課とし

っかりと連携を取りながら、償還等を間違い

なく進めていきたいと思っています。  

澤田委員   現在  売れ残っていると言っていいのかどう

か分かりませんけれども  残りの区画に関し

ては、多分使いづらいから残っているのでは

ないかなと考えるのですが、その辺はどのよ

うに考えていますか。 

工業政策課長 分譲を実際に開始しましたのがこの５月から

ということもございまして、今回分譲予定の

区画以外にも、実際に問合せ等がございます。

ただ、委員がおっしゃるように、今後、分譲

が進んでいって残ってしまうとすれば、使い

づらいということがもしかすると考えられる

かもしれないと思います。その点は今後、企

業誘致にもしっかりと取り組んで、団地のＰ

Ｒを一生懸命しながら、早期完売に向けて努

めてまいりたいと考えております。 

分科会長   企業団地造成事業債繰上償還について、ほか

に質疑はございませんか。  

〔発言する者なし〕 
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分科会長   次に、５番の富山市内宿泊促進事業について、

質疑はございませんか。 

松尾委員   宿泊施設が本当に大変な御苦労をされている

という意味では、非常に重要な事業だと思い

ますし、また市民の皆様に対しても、何とか

元気を与えられるような、そういった事業に

なればと思っています。 

その中で、そもそも割引額が１万円で対象人

数が３，０００人ということになっています

が、考え方次第なのでしょうけれども、それ

ぞれ５，０００円で６，０００人という考え

もあってもいいのかなと思ったのです。 

このことについて、どういった考えを基に決

められたのか、教えていただきたいと思いま

す。  

観光政策課長 この事業につきましては、実は昨年度も実際

に実施しておりまして、割引額は１万５，０

００円と１万円で、２種類設定させていただ

きました。 

それぞれの利用状況を見ますと、１万５，０

００円では８３％、それから１万円では６６

％で、やはり割引額の大きいほうが利用率が

高かったという実績がございます。利用者の

心理といたしましては、金額の大きいほうが



14

利用しやすい、利用したいという動機が働く

のかなというようなことを想定しております。  

そういうことから、割引額を下げて対象人数

を増やすよりも、ある程度の金額を設定して

利用率の増加につなげたほうがいいのではな

いかということで、今回は割引額を５，００

０円ではなく１万円で、対象人数を３，００

０人としたところでございます。  

松尾委員   予算額のうち残り６６０万円が事務費という

ことになるのでしょうか。６６０万円は結構

大きい額だと思ったのですけれども、そこの

辺りを聞かせていただきたいと思います。 

観光政策課長 ６６０万円に関しては、いわゆる事務費とい

うことになるのですけれども、内訳といたし

ましては、まず当選通知を３，０００名の方

に簡易書留で送ることとしておりまして、そ

の費用が１５１万円余り、それから、新聞等

に広告を掲載し、特設ホームページをつくる

費用が３２９万円余り、それ以外の事務費と

して、期間が７か月ほどかかりますので、そ

の人件費等の費用で１８０万円、計６６０万

円になります。  

松尾委員   そもそもの話で申し訳ないのですが、これは
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宿泊施設の促進事業ということで、宿泊費用

の補助になるのですか。それとも、宿泊事業

所内での飲食などといったことにも使えるの

ですか。 

観光政策課長 基本的には、宿泊施設の支払いに対しての割

引というふうに考えております。ですので、

宿泊料金だけの請求でしたら当然その金額と

いうことになりますし、例えば２食付きとか、

館内での飲食も含めて会計される場合は、そ

れも含めたものからの割引になりまして、比

較的自由度が高い形で考えております。 

もう１つは、お一人で利用される場合はもち

ろんその割引額になりますが、例えばお父さ

んが当選して家族分をお父さんが会計すると

いうことになれば、家族全体に対して割引が

及ぶというふうに考えております。 

松尾委員   先ほどのキャッシュレス決済ポイント還元事

業でも一緒の話がありましたが、予算額３，

０００万円を超えた場合はどう対応すると考

えておられますか。 

観光政策課長 基本的に、当選者は３，０００名で頭打ちに

なります。ですので、それ以上の負担は発生

しないです。 
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松尾委員   応募期間が決まっていますけれども、逆に人

数が満たない場合は２次募集などといった形

で、しっかり募集をかけますか。  

観光政策課長 昨年の実績で言うと、１万３，０００名ぐら

いの方から応募いただけましたので、満たな

いということはないのではないかという想定

を現在しております。万が一、応募数が満た

ない場合ですとか、もしくは利用状況が  去

年は八十何％だったのですけれども  あまり

にも悪いようでしたら、改めて何かしらの対

応をしたいと考えております。  

上野委員   対象者についてお伺いしたいのですが、市内

在住で  例えば同居している家族であればい

いのですけれども、御友人の１人が代表して

応募した場合も対象になるということなので

すか。 

観光政策課長 要は、会計をされる方が当選者であればいい

という考え方を持っております。例えば、東

京から息子さんが帰ってきて一緒に泊まると

いう場合も、全体の会計の中では当然対象に

なるかと思っております。  

上野委員   確かに、消費を促すということは重要だと思
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うのですが  県外から来られた方を差別する

わけではないのですけれども、感染リスクが

高い中で、例えば市内在住者に限るなどの制

限はされないのでしょうか。 

観光政策課長 ８月１日からの実施を予定しておりまして、

そのタイミングで新たな感染拡大があって、

例えばアラートなどが出るという状況になれ

ば、当然、開催自体を少し考えないといけな

い、あるいは時期をずらすことも想定されま

すが、基本的に利用に関しましては、施設や

利用者の自己責任の中でやっていただくしか

ないのではないかと考えております。  

いずれにしても、宿泊の喚起を促す制度であ

りますので、しっかり対策した上で対応して

いただきたいと考えております。  

分科会長   富山市内宿泊促進事業について、ほかに質疑

はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   なければ、まちなか観光推進事業について、

質疑はございませんか。 

      〔発言する者なし〕  
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分科会長   ７番の岩稲ふれあいセンター管理事業につい

て、質疑はございませんか。 

泉委員    まずお伺いしたいのは、楽今日館のことだと

認識していますが、岩稲源泉の揚湯設備が故

障し、復旧が困難と書いてあります。修理と

いいますか、掘り直しに関わると思うのです

が  困難は困難ということでいいのですが、

設備を替えればいいのではないかという簡単

な考え方もあります。修理には幾らぐらいか

かるものなのでしょうか。  

観光政策課長 今回の岩稲源泉のトラブルというのは、推測

なのですけれども、多分ポンプが壊れたので

はないかと。揚湯管を引き上げて、ポンプを

交換して戻すという作業を行おうと考えてお

ります。 

実は、岩稲源泉は井戸の径が少し小さくて、

揚湯管が途中までしか上がらず、引き上げる

ことが難しいと。  

岩稲源泉を生かすために、もう１つ別に掘る

ことを検討したのですけれども、井戸を１，

０００メートルほど掘る  ちなみに、岩稲源

泉の井戸の深さは７００メートルほどありま

して、仮に７００メートル掘ると１億円近く

かかるということで、現実的には非常に難し
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いと。 

それから、別に掘ると当然期間がかかります。

施設を休館するわけにはいかないということ

で、最善の策として楡原源泉を入れることが

いいだろうという判断です。 

泉委員    私も土木のことをやっていますから、理屈は

分かります。大体１億円くらいかなという想

定はしていました。 

楡原源泉から給湯するということですが、委

託料として７００万円くらいが毎年見込まれ

るわけですよね。  

観光政策課長 今回の補正予算で上げました７００万円に関

しては、いわゆる整備のための費用でござい

まして、その後のランニングコストに関して

は、電気代が多少かかるぐらいでございます。  

泉委員    概ね分かりました。  

要は、タンクローリーを１台購入して、温泉

を持って来て毎回入れるという発想だと思う

のですが、これに関しては、燃料費や運転手

の人件費、あるいは車両の整備費などがかか

ると思うのです。これについて、大体どのぐ

らいの費用が想定されているのですか。 
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観光政策課長 人件費に関しましては、普通免許で運転でき

るトラックを想定しておりますので、今おら

れる職員の方が交代で運転して運んでいくと

いうことを考えております。 

運搬は１キロメートルの距離で、時間的には

大体２０分前後で１往復できるのではないか

という想定をしておりますので、トラックの

燃料費に関してもそれほど距離があるわけで

はなく、大した額にはならないだろうと。指

定管理者のほうからは、予算内で十分に飲み

込めるとのことです。 

実は、岩稲源泉よりも楡原源泉のほうが水温

が８度くらい高いのです。通常は加温してお

風呂に入れているのですが、うまく運用する

ことで、その加温の部分の燃料費をもしかし

たら削減できるのではないかと期待している

ところでございます。 

泉委員    これは株式会社ほそいりが経営していると思

います。今期の収益は５００万円ぐらいの黒

字との発表がありましたが、なるべく圧迫さ

れないような運営方法を考えていただきたい

と思っています。  

白樺ハイツも一緒なのですが、温めるという

ことにかなり費用がかかるはずです。今おっ

しゃったことで大体納得しました。 
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分科会長   それでは、８番の牛岳温泉スキー場事業につ

いて、質疑はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   質疑をし忘れているということがなければ、

この程度にとどめますが、いかがでしょうか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   それでは、これをもって議案の質疑を終結い

たします。 

これより、議案第１３６号中商工労働部所管

分、議案第１３７号、議案第１３８号、以上

３件を一括して意見の表明を行います。 

意見の表明はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、商工労働部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第１８号  令和２年度富山市繰越明許費

繰越計算書、第７款商工費、 

報告第１９号  令和２年度富山市繰越明許費
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繰越計算書、 

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

観光政策課長 〔報告第１８号について、  

      議案書により説明〕  

工業政策課長 〔報告第１９号について、  

      議案書により説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、経済環境分科会商工労働部所管分を

終了いたします。  

午前１１時１４分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時５１分  再開  
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分科会長   これより、経済環境分科会農林水産部所管分

の議案の審査を行います。  

議案第１３６号  令和３年度富山市一般会計

補正予算（第２号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第６款農林水産業費、第１１款災

害復旧費中、農林水産部所管分を議題といた

します。 

これより、当局の説明を求めます。 

農林水産部長 〔挨拶〕  

農政企画課長 〔議案第１３６号中  

      農林水産物ワンデージャックフェスタ事業に

ついて、 

      議案説明資料により説明〕 

農業水産課長 〔議案第１３６号中  

      とやま型農業経営支援事業について、 

      古洞の森自然活用村管理運営事業について、 

      強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業

について、 

      漁協組織基盤強化対策事業について、 

      議案説明資料により説明〕 

農林事務所  〔議案第１３６号中  

農業振興課長 八尾ゆめの森管理事業について、  
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      議案説明資料により説明〕 

農林事務所  〔議案第１３６号中  

農地林務課長 小規模土地改良事業について、  

      林業関連施設（杉ヶ平キャンプ場）管理・運

営事業について、  

      割山森林公園天湖森施設管理事業について、 

      林道等維持管理事業について、  

      農地災害復旧事業について、 

      農業用施設災害復旧事業について、  

      議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

議案説明資料１ページと２ページの案件につ

いて、質疑はございませんか。  

飯山委員   議案説明資料２ページの農林水産物ワンデー

ジャックフェスタ事業について、前回も実施

しておられると思うのですが、そのときは岩

瀬地区のほうでも開催されていました。今回、

その記載がないのですけれども、なぜでしょ

うか。 

農政企画課長 おっしゃったとおり、昨年は岩瀬カナル会館

と富山駅南北自由通路・南口駅前広場、そし

てグランドプラザで実施していました。 
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今回の開催日について検討した際、前回と同

じようにトランジットモールの開催日に実施

すると、集客や回遊性などが図れるというこ

とで、トランジットモールの開催日を軸に検

討した結果、９月２６日ということで決定し

たのですが、この日の岩瀬カナル会館はもう

既に予約が取られていました。  

回遊性や連動性というようなことを考えて、

今回は親水広場と、昨年と同じ富山駅の周辺、

そしてグランドプラザの使用も駄目だったの

で、総曲輪レガートスクエアで実施するよう

な形で行わせていただきたいと思っておりま

す。  

上野委員   １日乗車券を配布されると書いてあるのです

けれども、これはどれぐらいの量を予定して

おられるのですか。 

農政企画課長 まだ詳しくは詰めていないところではあるの

ですけれども、昨年と同程度と考えておりま

す。  

ただし、昨年とは事業を少し変えて実施した

いと思っているので、その辺はもう少し検討

の段階にあるかと考えております。 

花束を買われた方にお渡しするような形にし

ているものですから、花卉の販売担当等と調
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整しながら考えていきたいと考えております。  

分科会長   ほかに質疑はないですか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   なければ、３番のとやま型農業経営支援事業

について、質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   続きまして、古洞の森自然活用村管理運営事

業について、質疑はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   議案説明資料５ページの、強い農業・担い手

づくり総合支援交付金事業について、質疑は

ございませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   議案説明資料６ページ、漁協組織基盤強化対

策事業について、質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 
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分科会長   ７番の八尾ゆめの森管理事業について、質疑

はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ８番の小規模土地改良事業について、質疑は

ございませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   ９番の林業関連施設（杉ヶ平キャンプ場）管

理・運営事業について、質疑はございません 

か。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   １０番、割山森林公園天湖森施設管理事業に

ついて、質疑はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   １１番、林道等維持管理事業について、質疑

はございませんか。 

〔発言する者なし〕 
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分科会長   １２番、農地災害復旧事業について、質疑は

ございませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   １３番、農業用施設災害復旧事業について、

質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   特に質疑はないということですが、最後にも

う一度確認します。農林水産部所管分で、質

疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   質疑なしと認めます。 

これをもって、議案の質疑を終結いたします。  

これより、議案第１３６号中農林水産部所管

分の意見の表明を行います。 

意見の表明はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、農林水産部所管分の議案の審査を終
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了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第１８号  令和２年度富山市繰越明許費

繰越計算書、第６款農林水産業費、第１１款

災害復旧費中、農林水産部所管分、 

報告第２３号  債権放棄報告の件中、農林水

産部所管分、 

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

農林水産部次長 〔報告第１８号について、  

      議案書により説明〕  

農林事務所  〔報告第２３号について、 

農地林務課長 議案書により説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、経済環境分科会農林水産部所管分を
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終了いたします。  

これで、６月定例会の当分科会に送付されま

した、全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告につきましては、正・副分科会

長に御一任願いたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和３年６月定例会の予算決

算委員会経済環境分科会を閉会いたします。  
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